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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と通信可能に構成され且つ直接リンクを用いて第２のユーザ機器と直接的に通信
可能な通信モードを有するように構成された第１のユーザ機器（ＵＥ）によって実行され
る方法であって、
　前記基地局が作用する前記第１のユーザ機器と前記第２のユーザ機器との間の直接通信
のために、前記直接リンクによる通信に関連するパラメータを、前記基地局へ報告するこ
とを含み、前記第１のユーザ機器は、前記直接リンクについての基準信号受信電力（ＲＳ
ＲＰ）を報告し、前記基地局による作用は、前記基地局が、前記第１のユーザ機器と前記
第２のユーザ機器との間の前記直接リンクのリソースを設定するための設定情報を含む設
定メッセージを、前記第１のユーザ機器へ送信することを含み、
　前記方法は、前記設定メッセージを前記基地局から受信することをさらに含み、
　前記第２のユーザ機器が前記基地局のカバレッジの外に存在する場合、前記第１のユー
ザ機器は、前記直接リンクについての基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）と閾値との比較に基
づき、前記第２のユーザ機器に対して前記直接リンクによる通信を介して制御パラメータ
を含む直接リンクの制御情報を送信する、
　方法。
【請求項２】
　基地局と通信可能に構成され且つ直接リンクを用いて他のユーザ機器と直接的に通信可
能な通信モードを有するように構成されたユーザ機器であって、
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　前記ユーザ機器は、前記基地局が作用する前記ユーザ機器と前記他のユーザ機器との間
の直接通信のために、前記直接リンクによる通信に関連するパラメータを前記基地局へ報
告するように構成され、
　前記ユーザ機器は、前記直接リンクについての基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）を報告す
るように構成され、
　前記基地局による作用は、前記基地局が、前記ユーザ機器と前記他のユーザ機器との間
の前記直接リンクのリソースを設定するための設定情報を含む設定メッセージを、前記ユ
ーザ機器へ送信することを含み、
　前記ユーザ機器は、前記設定メッセージを前記基地局から受信するように構成され、
　前記ユーザ機器は、前記他のユーザ機器が前記基地局のカバレッジの外に存在する場合
、前記直接リンクについての基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）と閾値との比較に基づき、前
記他のユーザ機器に対して前記直接リンクによる通信を介して制御パラメータを含む直接
リンクの制御情報を送信するように構成されている、
　ユーザ機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動無線通信装置のような２個の無線端末間の直接通信リンクに関し、特に
、デバイスツーデバイス（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｄ２Ｄ、以降「デバイス
間」とも称する）通信を実行する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、２個の無線端末が提供されている。この２個の無線端末は、例えば、いくつかの
現代の通信規格に従った多くのユーザ装置（ＵＥ）として言及され、直接Ｄ２Ｄ通信によ
って互いに通信することができ、そして、当然に通常のネットワーク接続に加えて提供さ
れる。そして、互いに近接しているＵＥに基づいて、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）無線通信システムによって有益なサービスが提供され得る、ということ
が示唆されている。　このようなサービスは、潜在的にオペレータやユーザに興味がある
であろう公共安全サービスと非公共安全サービスを含めることができる。
【０００３】
　例えば、Ｈｕａｗｅｉ社とＨｉＳｉｌｉｃｏｎによって「Ｄ２Ｄの評価要件」と題され
ている３ＧＰＰ技術レポートＲＰ－１２２００９、３ＧＰＰ出版ＦＳ＿ＰｒｏＳｅ、ＴＲ
２２．８０３、およびＳＰ－１２０４５６　－　ＴＥＴＲＡ　＆　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＴＣＣＡ）と国家公安情報通信
審議会との間の覚書、およびＳ１－１２１２４７（ＴＣＣＡ）である。
【０００４】
　また、３ＧＰＰ刊行のＲ１－１３０１３３（ＺＴＥ－「Ｄ２Ｄ発見のための評価手法」
）はＤ２Ｄベースの近接サービス（Ｄ２Ｄ　ＰｒｏＳｅ）は、３ＧＰＰロング・ターム・
エボリューション（ＬＴＥ）ネットワークカバレッジなしで実現することができることを
提案している、そして、両方の場合で、検出信号は、位置情報なしでＤ２Ｄ近接直接検出
のためにＵＥによって使用され得る。
【０００５】
　現在Ｄ２Ｄ通信には、３個の技術面に関する改善の必要性がある：発見、Ｄ２Ｄ通信と
シグナリング（ＰＨＹとＭＡＣ層を含む、制御層及びプロトコルの設計）、そして、騒音
や干渉の影響を緩和することである。以下の議論は、最後の２個の技術的側面と主に関係
している。
【０００６】
　無線通信端末が位置する物理的環境は、時間の経過とともに変化する。これは、位置の
変化、他の基地局や他の端末からの干渉、受信信号の電力、端末間距離、マルチパス減衰
などに起因し得る。また、Ｄ２Ｄの通信は、セルラー通信で使用される信号と直接（Ｄ２
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Ｄ）通信リンクで使用する信号の干渉によって、セルラー通信に影響を与え得る。あるい
は、Ｄ２Ｄの通信リンクは、そのような他のＤ２Ｄ通信リンクで使用される信号と直接（
Ｄ２Ｄ）通信リンクで使用する信号の干渉により他のＤ２Ｄの通信リンクに影響を与え得
て、これらは同時に起こりうる。
【０００７】
　現在、２個の端末の間の直接リンク（Ｄ２Ｄリンク）が確立され、両端末間で送信され
る信号によって維持されており、端末との間の直接リンクの品質の制御が不利に制限され
ている。
【０００８】
　本発明は、無線通信方法及び関連の通信システムと、このような既知の方法、システム
および端末上の利点を有する端末装置を提供することを目的とする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】“Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｄ２Ｄ
”　３ＧＰＰ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｒｅｐｏｒｔ　ＲＰ－１２２００９，　ｂｙ　Ｈｕ
ａｗｅｉ　ａｎｄ　ＨｉＳｉｌｉｃｏｎ．
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＦＳ＿ＰｒｏＳｅ．
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＴＲ　２２．８０３．
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＳＰ－１２０４５６．
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ１－１２１２４７　（ＴＣＣＡ
）．
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｒ１－１３０１３３　ＺＴＥ－　
“Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｄ２Ｄ　ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ”
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＴＲ　３６．９３２．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　現在、二つの端末の間の直接リンク（Ｄ２Ｄリンク）が確立され、両端末間で送信され
る信号によって維持されており、端末との間の直接リンクの品質の制御が不利に制限され
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、ネットワーク環境での直接リンクを介して直接通信すること
により通信するように構成された第１及び第２の無線端末装置との間の通信のための無線
通信方法であって、無線通信方法は、直接通信での２つの端末間の通信とのネットワーク
により相互通信のための２つの端末装置のうちの少なくとも一方からネットワークへのダ
イレクトリンク品質パラメータ情報を提供するステップを含む。
【００１２】
　本発明は、ネットワークへ効率的な処理のために１のリンクと１の無線端末装置に関連
付けられたデバイスツーデバイス測定あるいは統計の送信を有利に使用することができる
。
【００１３】
　上記のネットワークによる相互通信は、必要に応じて使用され、しかし、特に、第１及
び第２端末装置との間の通信のネットワーク制御を含むことができ、あるいは、例えば、
このようなドライブテストの最小化を目的としたようなネットワーク計画手順を含むこと
ができる。
【００１４】
　上記の端末装置は、無線ネットワークＵＥまたは、例えば低消費電力ノードのような任
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意の適切なデバイスを含むことができる。
【００１５】
　さらに、リンク品質パラメータ情報は、端末装置送信情報と端末装置受信情報とのいず
れも、またはいずれか一方を含むことができる。
【００１６】
  また、上記のリンク品質パラメータ情報は、サービスの品質統計を含む。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、ネットワーク環境内のリンクを介して、他の無線通信端末
装置と直接通信するように構成された無線通信端末装置内の動作方法であって、上記の直
接通信における端末間の通信とネットワークによって相互通信のためのネットワークに上
記の無線通信端末装置からリンク品質パラメータ情報を提供する工程を含む方法、が提供
される。
【００１８】
　このように、この無線通信端末装置は、上記で概説した一般的な無線通信方式に応じた
信号を提供するように構成することができる。
【００１９】
　さらに、本発明のすべての態様は、３ＧＰＰの無線インタフェースを介して提供される
通信、または、代替的に提供される非３ＧＰＰの技術、例えばこれに限定されるものでは
ないが、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＦｌａｓｈＬｉｎｋＱ（登録商標）、ワイマックス（
登録商標）またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リンク等を含むことができる。
【００２０】
　本発明のさらに別の態様によれば、そこに、ネットワーク環境内のリンクを介して直接
通信するように構成された第１及び第２の無線端末装置を含む無線通信システムが提供さ
れ、このシステムは、直接通信して第１および第２の無線端末装置との間の通信ネットワ
ークによって相互通信のための２つの端末装置のうちの少なくとも一方からネットワーク
へのリンク品質パラメータ情報を提供するために構成されている。
【００２１】
　このシステムは、本明細書に定義され、記載されている方法の特徴のいずれか１つ以上
に基づいて動作するよう構成され得る。
【００２２】
　それは、特に、このシステム内で上記の少なくとも１の無線端末装置は、第１及び第２
の端末との間の無線リンクの品質の指標を含むネットワークに信号を配信するように構成
することができ、そして上記の少なくとも１の無線端末は、さらに、コマンド信号に応答
して、リンク品質の境界の制御のための無線コマンド信号を受信するように構成されてい
る。
【００２３】
　さらに、ネットワーク制御は、必要に応じて低速アウターループを含むことができる、
閉じた制御ループを介して提供され得る。制御ループは、現在の送信／送信パラメータの
収集を可能にし、必要に応じて、最大値、範囲または他のいくつかのターゲットの上限を
与えることができる。
【００２４】
　本発明のさらに別の態様によれば、ネットワーク環境内のリンクを介して他の無線通信
端末装置と直接通信するように構成された無線通信端末装置が提供され、上記の無線通信
端末装置は、上記の直接のネットワークによって相互通信のためのネットワークへのリン
ク品質パラメータ情報を提供するように構成されている。
【００２５】
　さらに、このような装置の操作性は、上記で概説したシステムおよび方法の１以上の特
徴と一致し得る。
【００２６】
　特に、本発明は、Ｄ２Ｄの通信環境内の特定の用途を見出す。
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【００２７】
　本発明は、行うことができるＤ２Ｄ電力制御とリソース割り当てとのいずれも、または
いずれか一方と、他の送信とのいずれも、またはいずれか一方と、および受信パラメータ
（例えば、符号化方式、再送信の数等）は、セルラー無線ネットワークによって有利に特
定される、そうすることは、他のユーザとＤ２Ｄリンクとのいずれも、またはいずれか一
方で送信される信号を制御することにより、複数のネットワーク機器への干渉を低減する
ことができる。
【００２８】
　したがって、理解されるように、本発明は、２個の無線端末間の直接通信リンクの品質
の制御は２個の無線端末のうちの少なくとも一方に接続された通信ネットワークの一部を
介して達成されることを提案している。従って、一般的な意味では、ここで開示された装
置、システム及び方法は、ダイレクトリンクの品質のネットワーク制御を可能にするよう
に構成されている。
【００２９】
　また、リンク品質パラメータは、送信（例えば、電源）と受信（例えば、ＢＬＥＲ）と
することができることを理解すべきである。Tx電力がQoSパラメータではないので、特に
品質はQoSのみとみなされるべきではない。「低速」ループのコントロールについては、
現在の値（電力、ＢＬＥＲ、再送信）だけでなく、制御値（一般的に、ターゲット、最大
、範囲など）もまた有利に送られるべきである。
【００３０】
　さらに、コマンドや測定報告は、または事象ベースで、または定期的にトリガされ得る
。
【００３１】
　上記及び他の特徴として、本発明の態様は、より詳細に説明されている、例示のための
みであるが、本発明の実施形態の以下の詳細な説明および添付図面を参照して説明する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明は、無線通信方法及び関連する通信システムと、このような既知の方法、システ
ムおよび端末上の利点を有する端末装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、基地局と複数の無線通信端末のネットワーク構成を簡略化した図である
。
【図２】図２は、自体の存在を示すビーコン信号をそれぞれ送信することができる複数の
無線通信端末のネットワーク構成を簡略化した図である。
【図３】図３は、無線端末および基地局のサービスエリアの外にある他の無線端末と通信
する基地局の簡略化された概略図である。
【図４】図４は、無線端末および基地局のサービスエリアの外であるが他の基地局のサー
ビスエリア内にある無線端末と通信する基地局の簡略化された概略図である。
【図５】図５は、ネットワークの基地局を介してＤ２Ｄリンクのリンク品質パラメータを
制御するためのアルゴリズムの入力と出力の異なる可能な組み合わせを示す簡単な図であ
る。
【図６】図６は、取りうる各実装方式に応じたハイレベルのアルゴリズムを示すそれぞれ
のフロー図である。
【図７】図７は、取りうる各実装方式に応じたハイレベルのアルゴリズムを示すそれぞれ
のフロー図である。
【図８】図８は、取りうる各可能な実装方式に応じたハイレベルのアルゴリズムを示すそ
れぞれのフロー図である。
【図９】図９は、セル内Ｄ２Ｄリンクの品質リンクパラメータの制御のためのメッセージ
シーケンスチャート（ＭＳＣ）の例である。
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【図１０】図１０は、セル内Ｄ２Ｄリンクの品質リンクパラメータの制御のための想定さ
れるメッセージシーケンスチャート（ＭＳＣ）である。
【図１１】図１１は、基地局のカバー範囲外である１の無線端末のエリア外Ｄ２Ｄリンク
の品質リンクパラメータの制御のための想定されるメッセージシーケンスチャート（ＭＳ
Ｃ）である。
【図１２】図１２は、再送回数がＢＬＥＲとＳＩＮＲにどのように影響するかを示すグラ
フである。
【図１３】図１３は、良好な信号経路条件下で基地局によって行われるＭＣＳとＲＥ（リ
ソース要素）リソースの割り当ての例を示す時間／周波数グリッドである。
【図１４】図１４は、悪い信号経路条件下で基地局によって行われるＭＣＳとＲＥ（リソ
ース要素）リソースの割り当ての例を示す時間／周波数グリッドである。
【図１５】図１５は、アルゴリズムの別の構成を示すフロー図である。
【図１６】図１６は、いわゆる低消費電力ノードの使用を含む実施形態を示す図である。
【図１７】図１７は図１６の実施形態に対する代替実施形態を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明を具体化するＵＥの概略図である。
【図１９】図１９は、本発明のさらなる態様によるＵＥの概略図である。
【図２０】図２０は、本発明の更なる実施形態に係るネットワークノードの概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１を最初に参照すると、セルの基地局１０２を含むセルラー移動無線通信ネットワー
クの一部の簡略化した図が提供されている。セルラー移動無線通信ネットワークは、一般
的にユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれるタイプの複数の無線通信端末１０４、１０６の少なく
とも一方と通信するように構成されている。複数の無線通信端末は、それぞれがその存在
を示すために、ビーコン信号１０８を送信することができ、また、このようなビーコン信
号１０８を受信し、それによって、近くの無線端末を発見することができる。この例では
、ＵＥ１０４は、基地局１０２と通信しているが、ＵＥ１０６は、基地局との通信ではな
い可能性がある。特にこの図示した例では、基地局１０２の左に示すＵＥ１０４は、レガ
シーデバイスである。一方、基地局１０２の右側のＵＥ１０４は、上記の他のＵＥ１０６
のいずれからビーコンを測定／受信することが可能である。前述のＵＥ１０４と１０６の
両方は、ＵＥ－Ｒの送信とＤ２Ｄの目的のための使用の可能性を有する強化されたＵＥを
含む。
【００３５】
　図２は、互いに離間しているが近接している複数の無線通信端末１０６の簡略化した図
である。複数の無線通信端末１０６は、それぞれが自分の存在を示すためのビーコン信号
１０８を送信することができ、そして、このようなビーコン１０８を受信して検出するこ
とができ、これにより、近くの無線端末１０６を発見する。この例では、端末は基地局と
通話せずに検出を行い、基地局から任意の信号を受信することとは無関係である。
【００３６】
　可能なシナリオは、現在、本発明の態様を用いることができる図３及び図４を参照して
説明されている。具体的には、リンク品質測定値／統計の使用に関する詳細は、以下に提
供される。
【００３７】
　図３は、ＵＥ３０４と通信する基地局３０２とを用いたセルラーネットワークの構成を
簡略化した概略図である。別のＵＥ３０６が示されており、基地局３０２のカバレッジ外
にある。それは、例えば、基地局との距離によりリンクの物理的な環境が悪いため、基地
局３０２との通信リンクをＵＥ３０６が確立または維持することはできない。したがって
、基地局とＵＥ３０６の間の経路減衰は、ＵＥ３０６が基地局３０２、またはその逆によ
って送信された信号を受信し、復号できないほど大きくなる。
【００３８】
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　１のＵＥ３０６がエリア外にあるこのシナリオでは、ＵＥ３０４は、それにもかかわら
ずネットワークの制御の下でサービスが停止しているＵＥ３０６とデバイスツーデバイス
（Ｄ２Ｄ）通信を行うことができる。なぜなら、ネットワーク制御は、ＵＥ３０４を介し
、または、無線端末３０４と基地局３０２との間のシグナリング手段を用いて行うことが
できるからである。
【００３９】
　図４は、ＵＥ４０４と通信する基地局４０２を含むセルラーネットワーク構成（セル間
のＤ２Ｄシナリオ）の別の概略図である。基地局４０２のカバレッジ外の別のＵＥ４０８
が図示されている。両端矢印４１０によって示されるように、２個の基地局４０２，４０
３は、ネットワーク接続を介して互いに通信している。そして、このように２個の基地局
４０２，４０３は、従って、ネットワーク接続４１０を介して２個のＵＥ４０４、４０８
との間の接続を提供することができる。同図において、ネットワーク接続４１０は、基地
局間の「Ｘ２インタフェース」を介して直接的に行われる。しかし、接続は、基地局４０
２、４０３に共通する他のネットワークエンティティを介して均等になる。例えば、基地
局の両方が共通の移動体管理エンティティ（ＭＭＥ）に接続されてもよく、このようなＤ
２Ｄ制御シナリオはＭＭＥによって実行されるであろう。
【００４０】
　このセル間Ｄ２Ｄのシナリオでは、ＵＥ４０４は、ネットワークの制御の下でＵＥ４０
８とのＤ２Ｄ通信を開始し、制御することができる。また、ＵＥ４０８は、ネットワーク
制御の下でＵＥ４０４とＤ２Ｄ通信を開始し、制御することができる、ネットワーク制御
は、ＵＥ４０８と基地局４０３の方法によって達成することができるからである。
【００４１】
　このように、１のＵＥは、Ｄ２Ｄリンクを介して他のＵＥと通信するため、そして、異
なるＤ２Ｄリンク条件の下で良好な又は許容可能な通信を維持するために、通信していな
い他のＵＥやネットワーク機器と過度に干渉することなく、Ｄ２Ｄリンクを開始し、制御
する。ＵＥは、一方で、要求に比して多くのリソースを消費しないでこれを実現している
。そのようなリソースはＵＥの消費電力と、ＵＥによって使用される（複数の）リソース
ブロック（ＲＢ）とを含んでいる。
【００４２】
　別の構成（不図示のセル内Ｄ２Ｄシナリオを含む）では、図４に示したものと同様に、
２つのＵＥの各々は、別の基地局へのネットワークを介して無線端末のいずれかから任意
の信号をルーティングすることなく、２個の端末４０４、４０８間の接続を提供すること
ができる同じ基地局４０２のサービスエリア内となり得る。この別の構成では、また、「
イントラセル（セル内）」のシナリオを備え、ＵＥ４０４またはＵＥ４０８のいずれかは
、Ｄ２Ｄの通信を開始し、制御することができる。
【００４３】
　このセル内のシナリオによれば、１の変形に応じて２個のＵＥの両方は、カバレッジ範
囲内にあり、同一の基地局、例えばｅＮＢによって制御され得る。この変形のためのシグ
ナリング例は、図９に示されている。これは、以下でさらに詳細に記載されている。
【００４４】
　セル内のシナリオの別の変形によれば、ＵＥのいずれか１個のみが基地局によって制御
される。この他の変形の制御は、図３に示す構成の場合と同様である。この他の変形によ
るシグナリング例は、図１１に示されている。これは、以下でさらに詳細に記載されてい
る。
【００４５】
　図５は、アルゴリズム（「ＡＬＧＯ」）の入力と出力に関連した、別の可能な組み合わ
せおよび代替形態を示す模式図である。図３と図４を参照すると、図５の図は、アルゴリ
ズムの異なる可能な入力及び出力を示している。即ち、アルゴリズムが無線端末３０４，
４０４（ＵＥ１）によって、「低速アウターループ」、無線端末３０４、４０４を介した
無線端末３０４、４０４および他の無線端末３０６、４０８（ＵＥ２）間の直接無線リン
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クを経由してコントロールするために、使用される場合である。図４を参照すると、図５
と同様の図は、「低速アウターループ」、他の無線端末４０８を経由した無線端末４０８
および他の無線端末４０４（ＵＥ１）との間の直接無線リンクを経由して制御するための
リンク制御アルゴリズムを使用して適用される。
【００４６】
　Ｄ２Ｄリンク品質測定値と統計とのいずれも、またはいずれか一方は、Ｄ２Ｄリンクを
介して通信に関連した２個の装置（無線端末）の送信（ＴＸ）と受信（Ｒｘ）Ｄ２Ｄ統計
を含んでいてもよく、Ｄ２ＤワイヤレスリンクとＭＤＴ（最小ドライブテストの）とのい
ずれも、またはいずれか一方のネットワーク制御のためにネットワークに送信されてもよ
い。
【００４７】
　ＭＤＴの試験中、ネットワークは、いわゆる「ドライブテスト」時にパフォーマンス統
計を取得し、その間、ＵＥは、ネットワークのカバレッジエリア内の１以上の場所に配備
されている場合、テスト手段として使用される。１以上の位置は、典型的には、運転経路
に沿った複数の位置を含む、それに沿ってＵＥは、例えば車両で搬送される。
【００４８】
　ネットワークによるＤ２Ｄリンクの制御は可能である。なぜなら、ネットワークは、ネ
ットワーク内の各種デバイスの状態の全体的な見解を持っているためである。例えば図４
に関連した上述したセル内のシナリオでは、基地局４０２は、ＵＥ再送情報が冗長であり
Ｄ２Ｄのリンクの質（ＱＯＬ）に影響を与える場合を知っており、基地局４０２は、した
がって、どのリンクが不良で、どのようにＵＥ１送信（ＴＸ）とＵＥ２受信（Ｒｘ）を制
御するのか決定することができる。同様に、セル内シナリオでは、基地局がＵＥ１及びＵ
Ｅ２の送信（ＴＸ）と受信（Ｒｘ）の両方を制御する。これはまた、カバレッジ外シナリ
オの場合である。
【００４９】
　一方、もし必要ならば、統計情報は、ＭＤＴの使用状況（例えば、ネットワーク計画）
についてのみ必要に応じて報告され得る。この場合、ネットワークは、制御コマンドを送
信する必要がないが、それは（さらなる）計画の目的のために、このような統計を使用す
る。
【００５０】
　「高速」インナーループと「低速」アウターループとは、一以上のＤ２Ｄ品質のリンク
パラメータの制御のために一緒に使用され得る。このような二重ループの原理は以下とお
りである。「低速」ループは、Ｄ２Ｄリソース割り当てと、ネットワーク制御の下で送信
と受信のパラメータとのために使用され、そして、「高速」ループは、最初の「低速」ル
ープによって提供される割り当てられたリソースに限定され得る無線条件へのＤ２Ｄのリ
ンク適応のために使用される。
【００５１】
　「低速」ループは「高速」ループよりもはるかに長い時間がかかり、ネットワークから
の制御シグナリングを介してネットワークによってそれに課せられたいくつかの制限があ
る。低速ループは、割り当てられたリソースの制限、またはターゲットを課す。例えば、
低速ループは、最大電力レベル（ＭＡＸ　ＰＷＲ）を設定することができる、そして高速
ループは、低速ループによって設定された最大電力レベルに応じて適応させることができ
る。低速ループは、他のＵＥにＤ２Ｄ信号を送信するために使用するＵＥのための送信電
力を決定し、または計算する。
【００５２】
　低速ループは、加えて、あるいは最大送信電力を指定する代わりに、Ｄ２Ｄのリンクに
関連する１以上の複数の他のパラメータのために、例えば、変調方式、最大変調次数、再
送信の最大数等の値の範囲、または目標値、最大値を指定することができる。
【００５３】
　低速ループは、Ｄ２Ｄリンクに関する情報／統計を取得するために使用され、そして、
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ネットワークに中継する。そして、ＵＥにネットワークから１以上の複数のメッセージを
送信する。１以上の複数のメッセージは、値の範囲、または目標値、または最大値を含む
。これは、このような変調およびその他の順序などの１以上の複数のリンク品質決定パラ
メータのための上述したような送信電力制御に関連している。
【００５４】
　一方、高速ループは、物理的な環境（例えば経路損失）の変化に無線リンクを適応させ
ることができ、例えば、低速ループが判断した電力よりも少ない電力を使用することがで
きる。
【００５５】
　本発明の使用において、「低速」アウターループは、「高速」インナーループのいずれ
かを使用することなく、リンク品質パラメータを制御するために使用され得る。同じよう
に「高速」インナーループと「低速」アウターループの組み合わせが使用され得る。
【００５６】
　「高速」インナーループを通して、または、これによって送信され得て、そして、Ｄ２
Ｄコマンドであると考えられ得るコマンドは、以下のものを含む、変調（または変調方式
ＭＣＳコーディング）、高速電力制御、そして、ＵＥ１またはＵＥ２への再送回数である
。
【００５７】
　「低速」アウターループを通して、または、これによって送信され得て、そして、ネッ
トワークコマンドであると考えることができるコマンドは、以下のものを含んでも良い、
リソース割り当て（例えば、変調（ＭＣＳ）およびＲＢｓ）と送受信パラメータ、最大Ｕ
Ｅ１／　ＵＥ２Ｄ２Ｄ電源や、ＵＥ１／　ＵＥ２　Ｄ２Ｄ電源の範囲またはターゲットＵ
Ｅ１／　ＵＥ２　Ｄ２Ｄ電力のような最大許容電力情報、ＵＥ１／　ＵＥ２の再送信のＭ
ＡＸ＃、ネットワークコマンドへの移動Ｄ２Ｄリンクである。
【００５８】
　電力制御およびリソース割り当ては、ネットワークによって実行される。なぜなら（上
記で説明したように）、Ｄ２Ｄの通信は、古典的な携帯通信（上りまたは下りで）とＵＥ
とのいずれも、またはいずれか一方のペアの間のＤ２Ｄ通信に影響を与え得るからである
。Ｄ２Ｄ通信は、したがって、ＵＥの別のペアの間の他のＤ２Ｄの通信に影響を与え得る
。
【００５９】
　「低速」アウターループと「高速」インナーループのための遅延／待ち時間の評価は、
様々なパラメータの次の値をもたらした：
・４０～５０ミリ秒の合計は、「低速」アウターループに使用される
・ＵＥ２によるＵＥ１の１０ミリ秒の検出時間
・１０ミリ秒の報告時間（ＲＲＣを介して）
・１０ミリ秒の判定時間（基地局で）
・１０ミリ秒コマンド時間（ＲＲＣを介して）
１０ミリ秒の合計は、通常「高速」インナーループのために必要とされる。しかし、低速
ループが、ｅＮＢによるよりむしろＭＭＥによって制御されている場合、低速ループ制御
のために必要な時間は、なお長く、上記のタイミング値は、少なくとも２０ｍｓのオーダ
ーで長くなってもよい。
【００６０】
「低速」アウターループは、Ｄ２Ｄのリソースを増加／減少させるなどのように正当化さ
れることができ、したがって、ネットワーク制御によってのみ扱われることができる。唯
一、ネットワークは、リソース割当てを増加または減少させるかどうかを決定できる。な
ぜなら、ネットワークは、Ｄ２Ｄデバイス（およびＤ２Ｄ通信）から他のＤ２Ｄデバイス
（およびＤ２Ｄ通信）と複数の典型的なｅＮＢとのいずれも、またはいずれか一方のよう
なユーザ機器ＵＥネットワーク機器の干渉を低減するように、限界値以下に維持するよう
に、構成されているからである。
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【００６１】
　これにより、ネットワークは、高速インナーループを制御するために低速アウタールー
プを使用してＤ２Ｄリンクの制御を行うことができるようになる。低速アウターループは
、高速インナーループの制約を提供し、高速インナーループは、Ｄ２Ｄリンクの物理的な
変化への対応でより適応的である。
【００６２】
　「低速」のアウターループは、従って、Ｄ２Ｄの通信リンクのための電力およびリソー
ス割り当ておよび送信及び受信パラメータを制御するためのネットワークのための手段を
提供する。このようなリソース割り当ては、時間－周波数グリッド（図１３及び図１４に
示されるようなもの）内の１以上のリソースの位置、変調、アンテナ数、再送回数、符号
化方式、およびいくつかの他のパラメータを含んでいてもよい。
【００６３】
　ネットワークの制御下のＤ２Ｄ通信に含まれる２個のＵＥは、サービスの品質（ＱｏＳ
）測定または統計をネットワークに送信するように構成されている。物理的環境は経時的
に変化するので（すなわち、上述したような位置、他のセルまたは他のユーザからの干渉
、電源、Ｄ２Ｄ装置等との間の距離等）、ネットワークは、これらの物理的変化に関して
Ｄ２Ｄ通信リンクを制御するように構成されることができる。
【００６４】
　ネットワークリソース割り当て（「低速」アウタールー）のための以下の統計（又はそ
れらの任意の組み合わせ）は、Ｄ２Ｄの通信リンクを制御する目的に使用されることがで
きる。
【００６５】
　ＵＥ２（またはＵＥ１）に送信しているＵＥ１（またはＵＥ２）の送信（Ｔｘ）統計は
、ＵＥ１（またはＵＥ２）によってネットワークに送信されることができ、以下の１以上
を含むことができる、再送信回数「再送の＃」、ＵＥ１　Ｔｘ電力（またはＵＥ２）、現
在の変調符号化方式（ＭＣＳ）、Ｄ２ＤリンクＩＤ（Ｄ２Ｄリンクの同一性）、送信モー
ド、ＴＭ（ネットワークがそれを知るための手段を持っていない場合）、およびその他の
情報、例えばＣＱＩのようなチャネル状態情報ＣＳＩ（符号化率、変調指数、サポート可
能な結果となるチャネル効率等）アンテナの数、マルチパス条件、プリコーディングマト
リクスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、プリコーディングタイプ
インジケータ（ＰＴＩ）などである。
【００６６】
　ＵＥ１（またはＵＥ２）によって送信され、そして、ネットワークにＵＥ２（またはＵ
Ｅ１）によって送信され、ＵＥ２（またはＵＥ１）で得られた受信（Ｒｘ）統計は、１以
上の以下のものを含めることができる、ＮＡＣＫ数／受信したパケットのシンボル数、Ｎ
ＡＣＫ数／受信ＲＢ数、ＡＣＫ数／受信ＲＢ数、ブロック誤り率（ＢＬＥＲ）、パケット
エラーレート（ＰＥＲ）又はビット誤り率（ＢＥＲ）又はフレーム誤り率（ＦＥＲ）、任
意の参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）または、ＵＥ１（またはＵＥ２）からの受信による基
準信号受信品質（ＲＳＲＱ）レベルである。
【００６７】
　以下のように、受信（Ｒｘ）統計が無い送信（Ｔｘ）統計は、Ｄ２Ｄの通信リンクのリ
ンク品質を制御するのに不十分と成り得る、そして、同様に、送信（Ｔｘ）統計が無い受
信（Ｒｘ）統計は、リンク品質を制御するのに不十分と成り得ることは明らかである。
【００６８】
　これらの統計は、「低速」アウターループ（ＵＥ１からｅＮＢへ、ｅＮＢからＵＥ２へ
、そしてその逆）のために有用であり得る。「低速」アウターループは、ネットワークリ
ソースの割り当てのために使用されている。
【００６９】
　無線端末（例えば、ＵＥ１）が他の無線端末（例えば、ＵＥ２）に無線端末との間の直
接（この場合、Ｄ２Ｄ）無線通信リンクを介して接続されている場合、Ｔｘ統計とＲｘ統



(11) JP 6477490 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

計とのいずれも、またはいずれか一方は、無線端末が接続しているネットワークの基地局
への無線端末によって送信され得る。統計に依存して、基地局は、直接無線通信の品質リ
ンクパラメータを制御するために無線端末に命令信号を送信する。
【００７０】
　ＵＥ１送信統計は、ＵＥ１がＵＥ２に情報を再送信するとき送信され得る。なぜなら、
ＵＥ２が高干渉領域にあるか、あるいは、ＵＥ１　Ｔｘ電力が低いか変調が高い程度であ
るか、あるいは、ＵＥ１が高干渉領域にあるためにＵＥ１がＡＣＫを受信しない場合があ
るからである。
【００７１】
　ＵＥ２Ｒｘ統計は、送信され得る、なぜなら、ＵＥ２がＵＥ１からの情報を受信しない
とき、ＵＥ２が高い干渉領域内にあるか、あるいは、ＵＥ１電力が低い場合や、あるいは
、変調が高い程度である場合があるからである。
【００７２】
　これらの統計に基づいて、ネットワークは、１以上の以下のいずれかによって決定する
ことができる。ＵＥ２へのＵＥ１からのリンクの良し悪し、ＵＥ１へのＵＥ２からのリン
クの良し悪し、ＵＥ１とＵＥ２との間の双方向通信の良し悪し、ＵＥ１とＵＥ２とのいず
れも、またはいずれか一方が高干渉位置にある場合である。
【００７３】
　ネットワークは、１以上の以下のものに対して指令信号をさらに送信することができる
。ＵＥ１、ＵＥ２または両方のターゲット（最大）＃再送信を増加／減少させる場合、Ｕ
Ｅ１、ＵＥ２または両方の電力を増加／減少させる場合、例えばＱＰＳＫ／６４ＱＡＭ（
適応変調）への６４ＱＡＭ／ＱＰＳＫからのＵＥ１、ＵＥ２またはその両方のＤ２Ｄ変調
のスキームを変更する場合、６４ＱＡＭ－＞ＱＰＳＫリンクが悪い場合やＱＰＳＫ－＞６
４ＱＡＭリンクが良好の場合、ネットワークへＤ２Ｄ通信をルートバックする場合、ＵＥ
１がネットワークを介してＵＥ２と通信しようとしている場合、Ｄ２Ｄ（例えば直交リソ
ースまたは他の）に割り当てられたリソースを変更する場合である。
【００７４】
　上記で簡単に説明したように、Ｒｘ統計が無いＴｘ統計は、不十分となり得て、そして
その逆も同様である。これらの統計は、「低速」アウターループ（ＵＥ１からｅＮＢへ、
ｅＮＢからＵＥ２へ、およびその逆に）、ネットワークリソースの割り当てと送受信パラ
メータ制御とを扱う低速アウターループ、のために有用であり得るということが分かって
いる。
【００７５】
　図６から８は、３個のそれぞれの可能な実装方式に応じたハイレベルのアルゴリズムを
示すそれぞれのフロー図である。
【００７６】
　以下に提案されるアルゴリズム（選択肢）のための推論は、次のとおりである。
・再送信（「再送のＭＡＸ＃」）の最大数は、第１に又は第２に（図５を参照、以下の説
明に関連する部分）行われ得る。
・ＭＣＳとＲＢ割り当てがネットワーク制御への影響が少ないということに基づいて、Ｍ
ＣＳとＲＢ割当ては、第１に又は第２に（図５を参照、以下の説明に関連する部分。）行
われ得る。
・他のＤ２Ｄユーザまたはネットワーク自体への干渉を低減するためにＤ２Ｄ電力制御は
、あまり頻繁に変更する必要が無いということに基づいて、電力（ＰＷＲ）の割り当ては
、最後のオプションの前のオプションと成り得る。
・コマンド「ＮＷへ移動」は、何も働かない場合（代替セクションの代替を参照）の最後
のオプションとして処理され得る。
【００７７】
　各図６から図８のそれぞれを参照すると、単純化のために、説明の以下の部分では、無
線端末４０４を経由した、無線端末４０４および他の無線端末４０８との間の直接リンク
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のための「低速」外部ループアルゴリズムを参照する。これは、端末４０８を介した端末
４０４へのＤ２Ｄ端末４０８を制御するためにさらに適用可能であり、またカバレッジ外
かつセル内シナリオに適用可能であると理解されるべきである。
【００７８】
　また、それは、図６から図９は、ＵＥ１がＵＥ２に対して反転されている場合はＵＥ１
とＵＥ２の制御の両方に等しく適用可能であることが理解されるべきである。
【００７９】
　図６は、例えば基地局、または基地局やＭＭＥにネットワークレベルでハイレベルに実
現されたアルゴリズムを示すフロー図である。
【００８０】
　ステップ６０１において、アルゴリズムが開始される。
【００８１】
　ステップ６０２で、ＵＥ２で測定されたＤ２Ｄリンクのブロック誤り率（ＢＬＥＲ）が
しきい値（Ｔｈｒ）より大きいか否かの決定が行われる。
【００８２】
　ステップ６０２で決定が否定（ＮＯ）であるとき、ステップ６０３で、実行するそれ以
上のアクションが存在しないため、アルゴリズムはさらに進行しない。
【００８３】
　ステップ６０２で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ６０４でさらなる決定
が行われ、再送回数が指定された再送の最大数以下であるか否かを判定する。
【００８４】
　以下にさらに説明するように、ステップ６０４で決定が否定（ＮＯ）であるとき、アル
ゴリズムはステップ６０５に移動する。
【００８５】
　ステップ６０４で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ６０６で、ネットワーク
は、ＵＥ１の変調及び符号化方式（ＭＣＳ）を変更し、リソースブロック（ＲＢ）割り当
てを変更し、アルゴリズムはその後ステップ６０７に進む。
【００８６】
　ステップ６０７で、現在設定されたＭＣＳの順序（ステップ６０６に従って）が最小値
以下または最大の指定された順序を超えているか否か、更なる決定がされる、そして、ス
テップ６０６で変更されたＲＢ割り当てが実現できない、あるいは、すべてのリソースが
直接通信で他のユーザ（変更されたＲＢの割り当てが増加した場合）、従来の通信の他の
ユーザ、ネットワークと通じてまたは例えばｅＮＢ通信のために既に配分されている可能
性のために、もはや増減することができない。
【００８７】
　ステップ６０７で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムは、ステップ６１
１に移動するができ、さらに以下に述べるように、アルゴリズムの最初の選択肢における
最初のステップであるか、または代わりにステップ６１１で終了できる。
【００８８】
　ステップ６０７で決定が否定（ＮＯ）であるとき、アルゴリズムはステップ６０８に移
動し、ここで、ネットワークは、ＵＥ１のための制御信号を送信し、コマンドを含む制御
信号は、ＵＥ１がＭＣＳの順序を以下に指定された減少分または、上記の増加分によって
増加させる必要があること、あるいは増加させることを許可されていることを示しており
、値を現在設定し、あるいは、これ以上のＲＢあるいはこれ以下のＲＢあるいは異なるＲ
ＢとこれらのＲＢとのいずれも、またはいずれか一方を割り当てるために設定する、また
はこれらは同時に行われる。
【００８９】
　したがって、制御信号は、ＵＥ１がＵＥ１とＵＥ２との間のＤ２Ｄリンクの品質に関す
るパラメータの値を変更すべきかあるいは変更することが許可されているかを示しており
、このパラメータは変更されたであろうＭＣＳ順序である。
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【００９０】
　アルゴリズムはその後ステップ６０２に戻る。
【００９１】
　上記のステップ６１１は、それ自体は、アルゴリズムの第１の代替の残りの部分の最初
のステップを含む。ステップ６１２において、再送信の数が再送信の指定された最大数以
下かどうかについての決定が行われる。
【００９２】
　ステップ６１２で決定が否定（ＮＯ）であるとき、ステップ６１３で実行するそれ以上
のアクションが存在しないため、アルゴリズムがさらに進行しない。
【００９３】
　ステップ６１２で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ６１４で、ＵＥ２で測
定された、ＵＥ１とＵＥ２との間のＤ２Ｄリンクのブロック誤り率（ＢＬＥＲ）がしきい
値（Ｔｈｒ）より大きいかどうかについてのさらなる決定がされる。
【００９４】
　ステップ６１４で決定が否定（ＮＯ）である場合、アルゴリズムは、６１５のステップ
に移動する、ここでは実行するそれ以上のアクションが存在しないため、アルゴリズムが
さらに進行しない。
【００９５】
　ステップ６１４で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ６１６で、ネットワー
クは、特定の増分だけ再送信の最大数を増やすことを決定し、アルゴリズムは、次いで、
６１７に進む。
【００９６】
　ステップ６１７で、再送信の最大数が現在の数よりさらに増加させることができるかど
うかに関するさらなる決定が行われる。決定は、例えばサービスタイプに関してネットワ
ークによって確認された遅延制約やシステム上の制約に依存する。可能な代替として、こ
の態様は、例えば、ＵＥが遅延およびシステム制約が変更され得るサービスタイプを変更
する場合には、特に、ＵＥ側で実施することができる。例えば、Ｄ２Ｄがデータからより
少ない遅延が要求されるストリーミングビデオにサービスを変更した場合、または別の例
として、データから音声に変更した場合である。
【００９７】
　ステップ６１７で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムはステップ６１８
に移動し、ここで、ネットワークは、ＵＥ１への制御信号を送信する、制御信号は、ＵＥ
１が現在値を基準に指定された増分によって、ＵＥ１とＵＥ２の間Ｄ２Ｄリンクを介した
再送信の最大数を増加させる必要があること、あるいは増加が許可されているかを示すコ
マンドを含んでいる。
【００９８】
　アルゴリズムはその後ステップ６１２に戻る。
【００９９】
　ステップ６１７で決定が否定（ＮＯ）である場合、アルゴリズムはステップ６１９で終
了する。
【０１００】
　図７は、例えば基地局またはｅＮＢやＭＭＥのネットワークレベルにおいてハイレベル
で実装されたアルゴリズムの別の変形例を示すフロー図である。
【０１０１】
　アルゴリズムのこの部分は、ステップ７０１で開始する。
【０１０２】
　ステップ７０２で、再送信の現在設定された最大数が再送信の指定された最大数以下で
あるかどうかに関する決定が行われる。
【０１０３】
　ステップ７０２で決定が否定（ＮＯ）の場合、ステップ７０３で、実行するそれ以上の
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アクションが存在しないため、アルゴリズムはさらに進行しない。
【０１０４】
　ステップ７０２で決定が肯定（ＹＥＳ）の場合には、ステップ７０４で、ＵＥ２で測定
されたＤ２Ｄリンクの推定電流ブロック誤り率（ＢＬＥＲ）が、閾値（Ｔｈｒ）よりも大
きいかどうかに関するさらなる決定が行われる。
【０１０５】
　ステップ７０４で決定が否定（ＮＯ）であるとき、アルゴリズムは７０５のステップに
移動し、そこではネットワークが現在設定値以下に指定された減少分によって再送信ＵＥ
最大数を削減することを決定する。アルゴリズムは、そこで以下にさらに記載されたステ
ップ７０８へ移動する。
【０１０６】
　ステップ７０４で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ７０６で、ネットワーク
は、現在設定されている値以上の指定された増加分だけ再送信のＵＥ１の最大数を増加さ
せることを決定する。アルゴリズムは、ステップ７０７に移行する。
【０１０７】
　ステップ７０７では、再送信の最大数をさらに増加させることができるかどうかに関す
るさらなる決定が行われる。
【０１０８】
　ステップ７０７で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムは、コマンドを送
信するために７０８に進む。
【０１０９】
　ステップ７０７での決定が肯定（ＹＥＳ）の場合に到達するステップ７０８で、ネット
ワークは、ＵＥ１への制御信号を送信し、制御信号は、上記で現在設定されている指定さ
れた増分による再送信の最大数をＵＥ１が増加するべきである、または、増加が許可され
ているということを示すコマンドを備える。
【０１１０】
　したがって、増加あるいは減少あるいは値を課され得る制御信号は、ＵＥ１は、ＵＥ１
とＵＥ２の間Ｄ２Ｄリンクの品質に関連するパラメータの値を変更する必要があることを
示し、このパラメータは、再送信の最大数である。その後、アルゴリズムはステップ７０
２に戻る。
【０１１１】
　ステップ７０７で決定が否定的（ＮＯ）である場合、アルゴリズムは、ステップ７１１
に移動し、これは、アルゴリズムのこの代替の最初のステップである。
【０１１２】
　ステップ７１２で、ＵＥ２で測定されたＵＥ１とＵＥ２との間のＤ２Ｄリンクのブロッ
ク誤り率（ＢＬＥＲ）がしきい値（Ｔｈｒ）より大きいかどうかに関する決定が行われる
。
【０１１３】
　ステップ７１２で決定が否定（ＮＯ）であるとき、ステップ７１３で、実行するそれ以
上のアクションが存在しないため、アルゴリズムがさらに進行しない。
【０１１４】
　ステップ７１２で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムはステップ７１４に
移動する。
【０１１５】
　ステップ７１４で、現在設定されたＵＥ１の送信電力が許容される最大値（ＭＡＸ　Ｐ
ＷＲ）未満であるかどうかに関するさらなる決定が行われる。
【０１１６】
　ステップ７１４で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムは、７１５のステッ
プに移動する、そこでは実行するためのさらなるアクションがないのでアルゴリズムがさ
らに進行しない。
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【０１１７】
　ステップ７１４で決定が否定（ＮＯ）であるとき、電力が最大値に等しいかあるいは非
常に近い場合、ステップ７１６で、指定された増加分だけ最大許容送信電力を増加させ、
そして、アルゴリズムは、ステップ７１７へ移動する。
【０１１８】
　ステップ７１７では、最大許容送信電力が制限されているかどうかに関するさらなる決
定が行われる。それが制限されていると、それを現在の値よりもそれ以上に増加させるこ
とはできない。決定は、他のＤ２Ｄまたは他の既存のＵＥやネットワーク機器への干渉の
制約に依存する。これは、それは常にデバイス／ｅＮＢなどから測定値を受信しているこ
とにより環境特性のすべてを知っているネットワークによって容易に確認され得る。ネッ
トワークは、ＵＥが十分なエネルギーを有しない場合、またはＵＥのエネルギーを節約し
ようとしている場合に電力の制約を課すことができる。
【０１１９】
　ステップ７１７で決定が否定（ＮＯ）であるとき、アルゴリズムは、ステップ７１８（
減少又は課された値を増加することができるコマンドの送信を要求する）に進む、ここで
ネットワークは、ＵＥ１への制御信号、ＵＥ１が増加するべきであることを示すコマンド
を備える制御信号、現在値を基準に指定された増加分による、ＵＥ１の最大許容送信電力
、を送信する。
【０１２０】
　アルゴリズムはその後ステップ７１２に戻る。
【０１２１】
　ステップ７１７で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムは終了する。必要
に応じてステップ７１９で、プロセスは、図８のステップ８０１に続き、これはまた、ア
ルゴリズムのこのさらなる態様の開始を含むことができる。
【０１２２】
　図８は、例えば基地局またはｅＮＢまたはＭＭＥなどの、ネットワークレベルで実装さ
れたハイレベルのアルゴリズムの別の変形例を示すフロー図である。この変形例では、ア
ルゴリズムは、８０１で始まる、これは、第１または第２の代替の第２ステップとなり得
る。
【０１２３】
　ステップ８０２で、ＵＥ２において測定されたＤ２Ｄリンクの推定電流ブロック誤り率
（ＢＬＥＲ）が、しきい値（Ｔｈｒ）よりも大きいかどうかに関する決定が行われる。
【０１２４】
　ステップ８０２で決定が否定（ＮＯ）であるとき、ステップ８０３で、実行するそれ以
上のアクションが存在しないため、アルゴリズムはさらに進行しない。
【０１２５】
　ステップ８０２で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、ステップ８０４で、ＵＥ１送信
電力の現在の設定値が、ＵＥ１が送信すべき最大許容送信電力未満かどうかに関するさら
なる決定が行われる。
【０１２６】
　ステップ８０４で、決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムはステップ８０５
に移動する、ここでネットワークは、現在設定されている値以下の指定された減少分によ
って、ＵＥ１の最大許容送信電力を低減することを決定する。アルゴリズムは、ステップ
８０８に移動する。そこでは、以下にさらに説明するように、ＵＥにネットワークからの
コマンドを送信する。
【０１２７】
　ステップ８０４で決定が否定（ＮＯ）であるとき、ステップ８０６で、ネットワークは
、現在設定されている値よりも指定された増加分だけＵＥ１の最大許容送信電力を増加さ
せることを決定する。アルゴリズムは、８０７に進む。
【０１２８】
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　ステップ８０７では、最大許容送信電力をさらに増加させることができるかどうかに関
するさらなる決定が行われる。
【０１２９】
　ステップ８０７で決定が否定（ＮＯ）である場合、アルゴリズムはステップ８０８に移
動しない。ステップ８０７で決定が否定（ＮＯ）であるときに到達するステップ８０８で
、ネットワークは、ＵＥ１への制御信号を送信し、この制御信号は、ＵＥ１が現在設定さ
れている値よりも指定された増加分によって最大許容送信電力を増加させるべきであると
いうことを示すコマンドを含んでいる。
【０１３０】
　その後、アルゴリズムはステップ８０２に戻る。
【０１３１】
　ステップ８０７で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムは、ステップ８１１
へ移動する。これは、アルゴリズムのこの部分の次のステップである。
【０１３２】
　ステップ８１１から、ステップ８１２に移動する。しかしながら、アルゴリズムは、代
替的にこのステップで開始することができる。
【０１３３】
　ステップ８１２で、ＵＥ２で測定されたＤ２Ｄリンクの推定電流ブロック誤り率（ＢＬ
ＥＲ）がしきい値（Ｔｈｒ）より大きいかどうかに関する決定が行われる。
【０１３４】
　ステップ８１２で決定が否定（ＮＯ）であるとき、実行するそれ以上のアクションがな
いのでアルゴリズムは、ステップ８１３で終了する。
【０１３５】
　ステップ８１２で決定が肯定（ＹＥＳ）である場合、アルゴリズムはステップ８１４に
移動する。ステップ８１４で、ネットワークは、ネットワークあるいはＵＥ１のみにＤ２
Ｄリンクを移動するためのコマンドを含む制御信号をＵＥ１に送信することを決定する。
このアルゴリズムは、そして、ステップ８１５に移動する。
【０１３６】
　ステップ８１５で、ネットワークは、ネットワークに移動するよう命令されたＵＥ（単
数または複数）のためのＵＥ１とＵＥ２とのいずれも、またはいずれか一方のためのコマ
ンドを含むＵＥ１の制御信号を送信する。
【０１３７】
　ステップ８１９において、アルゴリズムは終了する。
【０１３８】
　図５に戻って参照すると、それはＵＥ２が基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）を入力し、基
準信号受信品質（ＲＳＲＱ）は任意であることが注目される。図６から８のアルゴリズム
に関して、しかしながら、次のように可能な適用があり得る。さらなるループは、ＲＳＲ
ＰターゲットまたはＲＳＲＱターゲットとの比較のいずれかによって、または言及した最
小ＲＳＲＰまたはＲＳＲＱ値との比較によって導入され得る。あるいは、言及した条件Ｕ
Ｅ２　ＢＬＥＲ＞Ｔｈｒは、ＵＥ２　ＲＳＲＰあるいはＲＳＲＱ＜Ｔｈｒで置換され得る
。
【０１３９】
　図９から１１は、異なるシナリオのためのメッセージシーケンスチャート（ＭＳＣ）を
示す。図９から１１で、変調符号化スキーム（ＭＣＳ）に関する情報は明快さと簡潔さの
ために削除されている。ＵＥ１とＵＥ２は、直接無線リンク（Ｄ２Ｄリンク）を介して相
互に通信する。
【０１４０】
　図９は、セル内Ｄ２Ｄリンクの品質リンクパラメータの制御のためのメッセージシーケ
ンスチャート（ＭＳＣ）の例である。
【０１４１】
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　図１０は、セル間Ｄ２Ｄリンクの品質リンクパラメータの制御のためのメッセージシー
ケンスチャート（ＭＳＣ）の例である。
【０１４２】
　図１１は、カバレッジ外のＤ２Ｄリンクの品質リンクパラメータの制御のためのメッセ
ージシーケンスチャート（ＭＳＣ）の例であり、図３（３０６）に示すとおり、無線端末
の一つは、基地局のサービスエリア外である。
【０１４３】
　図９から１１のそれぞれで、シグナリングメッセージは、示され、Ｄ２Ｄリンクに含ま
れるＵＥ（ＵＥ１）９０２、１００２、１１０２と同様にＤ２Ｄリンクに含まれる他のＵ
Ｅ（ＵＥ２）９０４、１００４、１１０４との間で送信される。シグナリングはまた、そ
れぞれのＵＥ（ＵＥ１、ＵＥ２）と第１のｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ１）９０６、１００６、
１１０６との間で起こることが示されている。また、図１０に示したセル間シナリオのた
めに、シグナリングは、第２のｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ２）１００８に、および、から示さ
れている。
【０１４４】
　上記の図面は、ＵＥ１の構成がＵＥ２の構成前にシリアルに発生するシナリオに関連し
ているが、実際には、ＵＥ２の構成がＵＥ１のそれの前にシリアルに起こり得ることも可
能であり、適用可能である、または実際に、両方の構成が並行して発生する可能性もある
。同様に、本発明は、また、一の構成のみがＤ２Ｄリンクごとに発生してもよいというこ
とを提供する。
【０１４５】
　ネットワークが接続を停止するように作用する場合には、このようなオプションや代替
案も適用可能である。つまり、ＵＥ２の接続がＵＥ１の前に停止され得て、または実際に
両方の接続が並列に停止され得る。同様に、本発明は、Ｄ２Ｄの通信を停止するには、ネ
ットワークが単一のメッセージのみを両方のＵＥ（Ｄ２Ｄリンクあたりのメッセージ）に
送信する、ということを提供する。
【０１４６】
　図１２は、ＢＬＥＲまたはＰＥＲに対する再送の異なる数の異なる所要信号対干渉及び
ノイズ比（ＳＩＮＲ）のグラフであり、再送回数がＢＬＥＲ＆ＳＩＮＲにどのように影響
するかを示す。各再送信は、ＳＩＮＲの品質を向上させるが、通信遅延を増加させると割
り当てられるより多くのリソースを必要とする場合がある。
【０１４７】
　最上部の曲線１２０２は、ＢＬＥＲまたはＰＥＲに対する第１の再送のためのＳＩＮＲ
のグラフである。次の曲線１２０４は、ＢＬＥＲまたはＰＥＲに対する第２の再送のため
のＳＩＮＲのグラフである。次の曲線１２０６は、ＢＬＥＲまたはＰＥＲに対する第３の
再送のためのＳＩＮＲのグラフである。最下部の曲線１２０８は、ＢＬＥＲまたはＰＥＲ
に対する第４の再送信のためのＳＩＮＲのグラフである。
【０１４８】
　図１３は、基地局によって実行されるＭＣＳ＆ＲＥ（リソースエレメント）リソース割
り当ての例を示している時間／周波数グリッドであり、そして、本発明の文脈内で良好な
信号パス条件（低いエラー率を提供する）の下で実行された実験の典型である。同図で、
時間は、水平軸上に左から右へと表され周波数は縦軸に表されている、各小さい四角形は
、リソースブロックのリソース要素を表す。リソースエレメント１３０２は、ＮＰとラベ
ルされており、ネットワークパイロット信号に割り当てられている、リソースエレメント
１３０４は、Ｄ２Ｄとラベルされており、Ｄ２Ｄ通信信号に割り当てられている。そして
リソースエレメント１３０６は、ＯＣとラベルされており、他の通信信号に割り当てられ
ている。
【０１４９】
　最初に２個のリソース要素のみが、時間／周波数グリッド内で６４ＱＡＭ（２＾６＝＞
６４ＱＡＭシンボルが６ビットの情報を持っている）を用いてＤ２Ｄの通信用に割り当て
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られている。
【０１５０】
　ここで留意すべきは、現在の３ＧＰＰ規格は、全体のリソースブロックを割り当てるこ
とによってのみリソース割り当てを可能にし、各ブロックは１２個のサブキャリア、通常
のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）設定のための７個のシンボル、または拡張ＣＰ構
成のための６のシンボルを構成しているということである。現在の３ＧＰＰ規格は、リソ
ースエレメントによってリソース割り当てを提供せず、各リソース要素は、図１３および
図１４内のそれぞれの個々の矩形によって表されている。
【０１５１】
　図１４は、基地局によって実行されるＭＣＳ＆ＲＥ（リソースエレメント）リソース割
り当ての一例を示す他の時間／周波数グリッドであり、さらなる実験による、しかし、劣
悪な信号経路条件下（高初期エラー率を引き起こす）のものである。ｅＮＢは、最初に、
６４ＱＡＭのより高い変調方式を割り当てられていてリンク品質が良いときであった。後
続の悪いリンク品質のため、ｅＮＢは、そこで低い変調方式が割り当てられる。ＱＰＳＫ
変調された信号は、６４ＱＡＭ変調信号よりノイズ及び干渉に対してはるかに耐性がある
からである。
【０１５２】
　しかし、ＱＰＳＫを使用する不利益は、ＱＰＳＫシンボルが情報の２ビットのみを有し
、６４ＱＡＭ（それは情報の３倍のビットを使用する）より３倍のリソースを消費すると
いうことである。したがって、３倍多いリソース要素は、良好な信号状態の場合と同様に
使用されている。これは、潜在的な問題を表している。
【０１５３】
　そのような決定が他のＵＥやネットワーク機器に干渉する可能性があるＵＥで取られて
いないとネットワークが保証すべきであるという限り、この乏しい信号状況では、リソー
スの割り当てはネットワークによって行われる。ＵＥが他の機器（ＵＥとネットワーク装
置とのいずれも、またはいずれか一方）と干渉しないことを保証するために、ネットワー
クは、ＵＥにこのような割り当てを可能にしなければならない。これは、変調方式が下位
に変更されていない場合することができ、それは、他の機器とのこのような干渉を引き起
こすレベルに送信電力を増加する必要がある。また、近くのＲＢまたはリソース要素（Ｒ
Ｅｓ）がすでに使用中になっている場合、ネットワークは、６４ＱＡＭからＱＰＳＫに移
行する際、他のいずれのＲＢまたはＲＥＳを割り当てることを決定しなければならない。
【０１５４】
　同図で、図１３に割り当てられた２個のリソース要素１３０２と比較し、６個のリソー
ス要素のグループ１４０５は、Ｄ２Ｄリンクに割り当てられている。
【０１５５】
　本発明は、リンク品質が良好なままであることを保証することによってこの問題を軽減
する。図１５は、たとえば図５から図８に関連して、上述した１以上のアルゴリズムに加
えて使用され得るアルゴリズムを示すフロー図である。例えば、図６に示すアルゴリズム
の変形に従って、ステップ６０２で決定が否定である場合、代わりにステップ６０３を実
行し、図１５に示すアルゴリズムが実行され得る、そして、図６に示したアルゴリズムは
開始ステップ６０１に戻る。すなわち、このアルゴリズムは、１５０１で開始し、そして
、ＢＥＲまたはＰＥＲ　ＵＥ２がＴＨｒよりも高いか否かという１５０２の決定に移動す
る。もしそうなら、それは、ＵＥ１の再送信を減少させるための、またはより高い変調方
式を使用するための１５０４に進む。ＢＥＲまたはＰＥＲ　ＵＥ２がＴｈｒより小さくな
いと１５０２でそれが判断された場合、ＵＥ１の再送信を増大させ、あるいは変調方式を
変化させるために１５０３に進む。
【０１５６】
　図１６は、ＵＥ１６０６とＤ２Ｄリンク１６０４を介して通信するためのユーザ機器（
ＵＥ）の代わりに、いわゆる低パワー・ノード（ＬＰＮ）１６０２の使用を含む実施形態
を示している。マクロｅＮＢ１６０４は、無線リソース管理（ＲＲＭ）エンティティ１６
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０８を使用して、移動体管理エンティティ（ＭＭＥ）１６１０と、さらにまた低消費電力
ノード１６０２と通信する。本実施形態では、ＬＰＮ１６０２は、２個のＵＥｓ（３０４
、３０６、４０４、４０８）機能の１個（４０４、３０４）と同様に機能することができ
、例えば上述したように、図３および図４に関連して、ネットワークにＤ２Ｄリンク品質
データを送信するために機能する。同様に、ＬＰＮは、上述したように、２個のＵＥ機能
の１個（３０４；４０４）と同様に機能することができ、リンク品質を制御する。図１６
に示す実施形態では、無線リソース管理（ＲＲＭ）エンティティ１６０８は、集中ＲＲＭ
である。
【０１５７】
　実施形態によれば、マクロｅＮＢとＬＰＮとの間のインタフェース１６１２は、基地局
との間で使用されるいわゆる「Ｘ２インタフェース」に似ているが同一でない。これは、
ＬＰＮ１６０２は、基地局エンティティのものと同様の機能を有していてもよいことが想
定される。図１６中の矢印１６１２、１６１４は、ネットワークの無線リソース管理（Ｒ
ＲＭ）エンティティ１６０８によって制御される制御シグナリングを表す。また、１６１
６矢印は、ＭＥＮＢ１６０４と、ＵＥ１６０６の間のインタフェースを表す。
【０１５８】
　図１７は、図１６に示したものと同様の別の実施形態を示す。図１７に示す実施形態で
は、無線リソース管理（ＲＲＭ）エンティティ１７０８は、単一の無線リソース制御プロ
トコルによる分散ＲＲＭである。
【０１５９】
　低消費電力ノード（ＬＰＮ）１６０２は、主に以下に述べる３ＧＰＰ文書ＴＲ３６．９
３２に従ってデバイスまたはエンティティであってもよい。「低電力ノードは、一般的に
、そのＴｘ電力がマクロノードとＢＳクラスより低いノードを意味し、例えばピコおよび
フェムトｅＮＢの両方に適用される。Ｅ－ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡＮ用のスモールセ
ルの機能強化で、屋内と屋外が低電力ノードを使用するためのホットスポットエリアの性
能を向上させるための追加機能に焦点を当てている。」
【０１６０】
　ＬＰＮの使用は、ＲＡＮ２の他の可能なシナリオであるマクロｅＮＢのカバー範囲の増
加を可能にするであろう。また、ＬＰＮの使用は、ＲＡＮ２のＳＣＥ（スモールセルの拡
張機能）で使用するための可能なシナリオである。
【０１６１】
　別の想定される実施形態は、少なくとも１個の中継能力を有するＵＥである中継ＵＥ（
ＵＥ－Ｒ）を含む。ＵＥ－Ｒは他の中継ＵＥまたはｅＮＢに情報を中継することができる
。このように、中継ＵＥは、２個のＵＥｓ（３０４、３０６、４０４、４０８）機能の１
個（３０４、４０４）で同じように昨日することができ、例えば図３及び図４に関連して
上述したように、Ｄ２Ｄリンク品質データを送信するために機能する。同様に、中継ＵＥ
は、２個のＵＥ機能の１個（３０４、４０４）と同様に機能することができ、上述したよ
うに、リンク品質を制御するために機能する。
【０１６２】
　本実施形態は、図３（エリア外ケース）に関連して上述した実施形態と同様に機能する
ことができるだろう、しかし、カバレッジ外ＵＥはまた、（１個以上）ＵＥ－Ｒを介して
ネットワークとのデータ通信を行うことができ、例えば、単独のＵＥ－Ｒまたは複数のＵ
Ｅ－Ｒを介したマルチホップ送信のいずれかによってデータ通信を行うことができる。
【０１６３】
　特許請求の範囲、上述した詳細な説明および添付図面は、本発明の主題を実際に構成す
ることを可能にする技術的教示をすることを共に提供する。
【０１６４】
　本発明の主題は、一つのリンクと一つの無線端末に関連付けられたＤ２Ｄ測定値を送信
する無線端末のために提供する。
【０１６５】



(20) JP 6477490 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

　本発明の主題はまた、送信Ｄ２Ｄ測定の種類の指示を送信する無線端末のために提供す
ることができる。
【０１６６】
　本発明の主題はまた、リソース割り当てのための「低速」ループを含む、二重ループの
使用、そして、送信および受信パラメータ、そして別に、低速ループで割り当てられたリ
ソース割り当ての制限での無線状態へのリンク適応のための「高速」ループ、を提供する
ことができる。一例として、アウターループは、１００ｍＷまでの最大電力を設定するこ
とができ、そして、高速ループは、例えば９９ｍＷで環境が悪い場合、または１０ｍＷで
環境が十分良い場合この制約に適応する。これは、ネットワークが可能にするより高い電
力で別のＵＥ２にＵＥ１が送信するのを防止するのに役立つ。
【０１６７】
　しかし、別のコマンドによって、ｅＮＢが代わりに目標を設定したときに、ＵＥは、課
された目標の周辺の値を増加させまたは減少させることができる（それは、上下になり得
るが、ターゲットに収束することができる）。
【０１６８】
　低速ループは、割り当てられたリソースと送信および受信パラメータの制限を課してい
る。例えば、低速ループは、最大電力を設定してもよく、高速ループは、最大電力のこの
設定に応じて適応させてもよい。しかし、高速ループは、物理的環境の変化に適応するこ
とができ、例えば、低速ループによって計算された電力よりも少ない電力を使用できる。
低速ループはまた、値の範囲や電源の目標値を指定することができる。同様に低速ループ
はまた、最大値、Ｄ２Ｄリンクの品質に影響を与える１以上の他のパラメータのための値
の範囲または目標値、例えば再送信の最大数を指定することができる。
【０１６９】
　本発明は、ネットワークにＤ２Ｄリンク品質測定値と統計情報とのいずれも、またはい
ずれか一方を送信する無線端末を提供する。
【０１７０】
　ネットワークは、ＭＤＴとネットワーク計画とのいずれも、またはいずれか一方などの
目的のためにそのような品質測定と統計とのいずれも、またはいずれか一方を使用しても
よい。
【０１７１】
　ネットワークは、［低速］アウターループ制御としての目的のためにそのような品質測
定と統計とのいずれも、またはいずれか一方を使用してもよい。
【０１７２】
　コントロールと関連した制御要素のいくつかの可能なアルゴリズムは、本発明を実施す
るための信号化スキームとともに記載されている。
【０１７３】
　可能な実装の選択肢について簡単に説明する。
【０１７４】
　Ｄ２Ｄリンクを介して通信しているそれぞれのＵＥは、３ＧＰＰロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ）リソースのアップリンク（ＵＬ）とダウンリンク（ＤＬ）とのいずれ
も、またはいずれか一方を使用してもよい。セル内、セル間の、またはカバレッジ外のシ
ナリオが想定される。Ｄ２Ｄリンクの品質に関する情報は、計算され、ワイドバンドごと
またはサブバンドごとに送信されてもよい。例えば、リンクの品質は、Ｄ２Ｄによって使
用されるすべてのリソースブロックに、またはＤ２Ｄによって使用される１個のみのリソ
ースブロックに決定され得る。さらに、広いまたは狭い、周波数帯域ごとのリンクの品質
に関連する情報。さらなる情報は、物理的ＲＢインデックスまたは物理的ＲＢ番号、また
は物理的ＲＢインデックスの範囲に関連して送信され得る。
【０１７５】
　少なくとも一つの実施例は、電力およびリソース割り当ての増加の代わりに、電力又は
リソース割り当ての減少を含んでもよい。ＢＬＥＲ（ブロック誤り率）のみ、あるいは再
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送信（複数）の最大数に関連する情報のみ、そして、必ずしもそうでないがＢＬＥＲと再
送信（複数）の最大数の両方の組合せ（図６に示すように）を使用することが想定される
。電力（ＰＷＲ）の割り当ての一部として、電力の範囲（例えば、下限と上限とのいずれ
も、またはいずれか一方）が指定されてもよい。ターゲット（この値の周辺の変化）が指
定されてもよい。最大電力が指定されてもよい。ステップ０，１，２，３のいずれかの組
み合わせ（好ましくは、同じ順序で）、例えば０と３のみが提供され得る。
【０１７６】
　図６から８で、「＜」は、「＝」（例えばステップ１と２で）に、そして、ある場合に
は同様に「＞」に置き換えられる。同様に、「＞」は「＞＝」または「＜」に置き換える
こともできる。
【０１７７】
　別の条件が指定され得る：
［「時間＜Ｔｈｒ」＝　ＹＥＳの場合］、即ち、「時間」が閾値「Ｔｈｒ」未満である場
合に「ＴＲＵＥ」の論理値を有し、値がＴＲＵＥの場合、コマンドは送信されない。これ
は、あまり頻繁に報告せず、あるいは設定コマンドをあまり頻繁に送信しないという利点
を有するであろう。時間は、レポートとコマンドのために起動するように設定されてもよ
いということが想定される。
【０１７８】
　オフセットおよびヒステリシス値を条件に加えてもよい。
【０１７９】
　以下のことが想定される。少なくとも１の実施において、ＭＭＥあるいは他のネットワ
ークエンティティは、「低速」アウターループを制御し、そしてｅＮＢを制御しない。
【０１８０】
　リンク品質に関する情報は、ＲＲＣシグナリングまたは３ＧＰＰで使用されるＰＵＣＣ
Ｈ、ＰＵＳＣＨまたはその他のような、他の同様の構成／報告メッセージを介して、少な
くとも１個のメッセージで送信してもよい。
【０１８１】
　設定および報告は定期的に、またはトリガされたイベント（定期的または非周期的に）
によって行うことができる。ＰＥＲ（パケットエラーレート）の代わりに、ＢＬＥＲ（ブ
ロック誤り率）やＢＥＲ（ビットエラーレート）またはＦＥＲ（フレーム誤り率）、又は
任意の他の同様の誤り率パラメータがリンク品質に関する情報を送信するために使用され
てもよい。
【０１８２】
　Ｒｘ品質測定のＲＳＲＱとＲＳＲＰは、Ｄ２Ｄ統計を改善するために使用され得る。こ
れは、例えば、ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）、推定されたＣＱＩ（ＥＣＱＩ）、
チャネル条件数（ＣＮ）、物理層スループット（ＥＴＰＵＴ）、ＲＦ経路、ＰＭＩ（行列
インジケータをプリコーディング）、ＭＡＣフレームに含まれるチャネルの状態とＢＳＲ
（バッファ状態報告）のためにＵＥによって報告されたＲＩ（ランクインジケータ）など
の統計値を使用することが想定される。
【０１８３】
　また、Ｄ２Ｄリンクがネットワークで識別することができない入力送信モードＴＭを使
用している場合、例えば入力送信モード（ＴＭ）タイプ例えばＴＭ１からＴＭ８（または
他のそれ以上の３ＧＰＰリリースからの）などの統計値を使用することが想定される。
【０１８４】
　コマンド「ＮＷに移動」は、：ＬＴＥの時間／周波数リソースグリッド内の他のＲＢや
他のリソース要素（ＲＥｓ）を示すことにより、ネットワークへの接続を移動する代わり
に、ネットワークは、専用の（より直交している）リソースを割り当ててもよい。
【０１８５】
　３ＧＰＰ以外の他のエアインタフェース技術の使用が想定され、上記の信号を転送する
ために、特に、信号は、リンク品質情報とネットワークからの指令信号に関連する情報を
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送信する。同様に、以下の非３ＧＰＰ技術が想定され、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、あるい
はＦｌａｓｈＬｉｎＱ（登録商標）あるいはワイマックス（登録商標）あるいはＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）等のようなものは、二個のＤ２Ｄデバイス間のＤ２Ｄの無線リン
クを提供するために使用され得る。
【０１８６】
　図１８を参照すると、他のＵＥを制御し、Ｄ２Ｄ制御可能なＵＥの概略図が示されてお
り、アンテナ１８０１、トランシーバ回路１８０２、ユーザインタフェース１８０３、コ
ントローラ１８０４、自体がオペレーティングシステムを含むメモリブロック１８０５、
ソフトウェア１８０６、ｅＮＢまたは他のＵＥから受信したコマンドに応じてＴｘとＲｘ
のパラメータを変更する責任があるｅＮＢとＤ２Ｄのための通信制御モジュール１８０７
、直接ｅＮＢから、ｅＮＢからあるいは他の端末を介して（ｅＮＢに直接あるいは他のＵ
Ｅから送信されるように）受信した構成メッセージによりｅＮＢのためにＤ２Ｄ　Ｒｘお
よびＴｘ統計を測定する測定モジュール１８０８、基地局Ｄ２Ｄ　ＲｘおよびＴｘ統計に
報告する報告モジュール１８０９、およびカバレッジ外のまたはネットワークの制御下に
ない（直接ｅＮＢからのｅＮＢからまたは他のＵＥを介して受信した構成メッセージによ
って）Ｄ２Ｄ　ＵＥを設定する構成モジュール１８１０を含む。
【０１８７】
　図１９に関して、本発明のＵＥ、しかし他のＵＥを制御することができない方法で動作
するＵＥの概略図が提供される。ＵＥは、アンテナ１９０１、トランシーバ回路１９０２
、ユーザインタフェース１９０３、コントローラ１９０４、そして、それ自体がオペレー
ティングシステムソフトウェア１９０６を含むメモリブロック１９０５、ｅＮＢまたは他
のＵＥから受信したコマンドに応じてＴｘとＲｘのパラメータを変更する責任があるＤ２
ＤとｅＮＢとのための通信制御モジュール１９０７、直接ｅＮＢから、ｅＮＢからまたは
他の端末を介して（および、ｅＮＢにまたは他のＵＥを介して直接送信される）受信した
構成メッセージによってｅＮＢのためのＤ２Ｄ　ＲｘおよびＴｘ統計を測定する測定モジ
ュール１９０８、そして、ｅＮＢにＤ２Ｄ　ＲｘおよびＴｘ統計を報告する報告モジュー
ル１９０９、を備える。
【０１８８】
　最後に図２０を参照すると、例えば、ｅＮＢのような本発明の実施の形態に係るネット
ワークノードの概略図が提供され、ネットワークノードは、アンテナ２００１、トランシ
ーバ回路２００２、ネットワークインターフェース２００３（ＭＭＥ制御時の別の代替の
ための他のｅＮＢあるいはＭＭＥなどとの）、コントローラ２００４、自体がオペレーテ
ィング・システム・ソフトウェア２００６を含むメモリブロック２００５、ＵＥ、Ｄ２Ｄ
、他のｅＮＢ、ＮＷとの通信のための通信制御モジュール２００７、（ＵＥまたはｅＮＢ
とのＤ２Ｄ通信ブロックとレガシー通信ブロックなど）、Ｄ２Ｄ（および他のＵＥ）に構
成メッセージを送信し再構成完了メッセージを受信する測定構成モジュール２００８、そ
して、Ｄ２Ｄ　ＵＥのためのＴｘとＲｘのパラメータを制御する制御モジュール２００９
、を含む。
【０１８９】
　この出願は、２０１３年３月２８日に出願された英国特許出願第１３０５８２４．３に
基づき優先権の利益を主張するものであり、その開示は、参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１９０】
本発明は、２個の無線端末間で直接通信リンクに適用することができ、移動無線通信装置
、特にデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信を行うデバイス等に関する。
【符号の説明】
【０１９１】
１０２　基地局
１０４　無線通信端末
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１０６　無線通信端末
１０８　送信される標識符号
３０２　基地局
３０４　ユーザ装置
３０６　ユーザ装置
４０２　基地局
４０３　基地局
４０４　ユーザ装置
４０８　ユーザ装置
４１０　ネットワーク接続
１２０２　第１の再送信のためのＳＩＮＲに対するＢＬＥＲあるいはＰＥＲ
１２０４　第２の再送信のためのＳＩＮＲに対するＢＬＥＲあるいはＰＥＲ
１２０６　第３の再送信のためのＳＩＮＲに対するＢＬＥＲあるいはＰＥＲ
１２０８　第４の再送信のためのＳＩＮＲに対するＢＬＥＲあるいはＰＥＲ
１３０２　ＮＰとラベルされたリソースエレメント
１３０４　Ｄ２Ｄとラベルされたリソースエレメント
１３０６　ＯＣとラベルされたリソースエレメント
１４０５　Ｄ２Ｄリンクに割り当てられた６リソース要素のグループ
１６０２　定電力ノード（ＬＰＮ）
１６０４　Ｄ２Ｄリンク
１６０６　ユーザ装置
１６０４　マクロｅＮＢ
１６０８　無線リソース管理（ＲＲＭ）エンティティ
１６１０　移動体管理エンティティ（ＭＭＥ）
１６１２　マクロｅＮＢとＬＰＮ間のＬＰＮインタフェース
１６１４　コントロールシグナリングの表示
１６１６　インタフェースの表示
１７０８　単一の無線リソース制御プロトコルにより配分されたＲＲＭ
１８０１　アンテナ
１８０２　トランシーバ回路
１８０３　ユーザインタフェース
１８０４　コントローラ
１８０５　メモリブロック
１８０６　ソフトウェア
１８０７　通信制御モジュール
１８０８　測定モジュール
１８０９　報告モジュール
１８１０　構成モジュール
１９０１　アンテナ
１９０２　トランシーバ回路
１９０３　ユーザインタフェース
１９０４　コントローラ
１９０５　メモリブロック
１９０６　実装されたオペレーティングシステムソフトウェア
１９０７　通信制御モジュール
１９０８　測定モジュール
１９０９　報告モジュール
２００１　アンテナ
２００２　トランシーバ回路
２００３　ネットワークインターフェース
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２００４　コントローラ
２００５　メモリブロック
２００６　オペレーティングシステムソフトウェア
２００７　通信制御モジュール
２００８　構成モジュール
２００９　制御モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】

【図１７】
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【図１９】 【図２０】
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